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過重労働による健康障害妨止のための総合対策の改正について

労働行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことに

より労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえ

ますと、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していく

とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に保る措置を

適切に実施することが重要です。

これを受け、平成 14年 2月白日付け基発第 0212001号「過重労働による健康障害防止のため

の総合対策についてJ（以下「旧総合対策」という。）及び！日総合対策の廃止に伴い新たに策定さ

れた平成 18年3月 17日付け基発第 0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策

について」（以下「総合対策Jという。）に基づき所要の対策を推進してきたところですが、働き

方の多様化が進む一方で、長時開労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる

問題が依然として深刻な状態です。

このため、今般、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進する

ための関係法律の整備に関する法律（平成 30年法律第 71号）により、労働基準法（昭和 22年法

律第 49号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）、労働時間等の設定の改善に関する特別

措置法（平成4年法律第 90号）等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間

労働者への医師による面接指導の強化、勤務関インターパル制度の導入の努力義務化などが行わ

れ、ー部の規定を除き平成 31年4月1日から施行されたところです。

今般、今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、別紙 Iのとおり総合対

策の見直しを行いましたので、貴国体におかれましでも、本総合対策の趣旨を御理解いただき、

会員その他関係事業場に対し、本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち事業者が講ずべき

措置の実施の指導につき特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。


